   【様式３】
真 鶴 港 事 業 計 画 書
                                          申請年月日 　 平成20年５月19日
	
	  法人等の名称
	　真鶴町

	
	  代 表 者 氏 名
	　真鶴町長　青木　健

	
	  所　　在　　地
	神奈川県足柄下郡真鶴町岩２４４番地の１

	
	  団体の設立年月日
	

	
	  従　業　員　数
	１１６名

	
	 主な事業内容
	港湾の維持管理及び利用承認


	
	  神奈川県所在の
  事務所
	  事務所名
	真鶴町　まちづくり課

	
	
	  所　在　地
	神奈川県足柄下郡真鶴町岩２４４番地の１

	
	
	  電話番号
	０４６５－６８－１１３１

	
	
	  ＦＡＸ番号
	０４６５－６８－５１１９

	
	　連 絡 担 当 者
	  所　    属
	真鶴町　まちづくり課

	
	
	  氏      名
	菅野文人

	
	
	  電話番号
	０４６５－６８－１１３１

	
	
	  ＦＡＸ番号
	０４６５－６８－５１１９

	
	
	 メールアドレス
	tos@town-manazuru.jp


   ＊具体的な業務実施の計画や方法等について資料等を添付してください。
真鶴港の管理に関する事業計画書

◎　管理運営を行うに当たっての方針

　それぞれの利用と調整を最も効率的に行うように港の機能を保つことを基本に様々な住民のニーズに対応し公の施設であることを常に念頭において、公平でより効率的、効果的に運営を行うこと。

Ａ　適正、効率的な業務の執行体制

Ｂ　利用承認及び利用者の安全管理

Ｃ　施設等の維持管理

Ｄ　事業者、利用者間の利用調整

Ｅ　利用促進及びモニタリング
Ａ　適正、効率的な業務の執行体制
１　業務実施にあたっての取組みの基本的認識
　　(1)　施設利用者の平等性の確保

　　(2)　緊急物資受入港としての機能確保

　　(3)　異常時におけるスムーズな利用規制

　　(4)　港湾関係諸法令及び規制の遵守

　　(5)　整然とした秩序ある港湾整備

　　(6)　施設利用者の効率的な利用調整の確保

　　(7)　みなとまちづくり協議会等を通じた相互の理解、港勢拡大への連帯の確保
２　諸規定の整備

　　　施設の管理運営に係る各種規定・要綱等は整備済みであり、真鶴町個人情報保護条例も制定してあり、個人情報については、厳格に保護すると共に、公開請求等に当たっては町の内部審査により、区分けするシステムも構築されている。

(1)　港湾に関する条例、規則、事務処理要綱等の整備

(2)　指定管理者としての事務に必要な日報、月報等の整理、保管
３　会計事務、公金の適正な確保
町の公金管理は、収入、支出において取り扱う者と承認する者、管理する者を同一にせず、複数による相互チェック体制を確立している。
(1) 会計事務
　　 ア　真鶴町収入会計において、指定管理料を「目」として設け、他の収入科目から独立させる。

　　イ　指定管理者としての支出の適正を資するため会計課の調査、チェック体制の確保

(2)　公金の適正処理

　　ア　県収入証紙については、申請者に貼付して提出することを申請者に求める、

やむを得ず、現金を取り扱うこととなった時は、会計課で一括管理し、担当課

では一切現金を置かない体制を確立し、即時に貼付する。

　　イ　まちづくり課職員を現金取扱員として常置させる。
４　組織体制、事務分担（業務の執行体制）

　真鶴港管理事務所の職員配置は次のとおりとする。（詳細は、別に定める人員配置

計画のとおり）

	職　種
	人　数
	勤務日

	嘱託員
	３名
	日～土（嘱託員３名のうち常時２名体制で実施）

	職　員
	１名
	上記嘱託員に事故があった場合は、応援とする

	アルバイト
	１名
	随時

	
	
	


　
(1) 日～土は常時２名体制を維持する。嘱託員の主任には船舶免許をもち、港湾実務に精通している経験豊かな人物を配置する。
(2) ２名体制で対応ができない状態が生じた場合は、新たにアルバイトを随時に雇用し、原則として管理事務所に配置する。
５　職員研修及び人員配置計画

　(1)　職員研修

町独自で実施している職員研修、防災訓練等には積極的に参加させ、これ以外に民間や関係団体、協会等が開催する研修会への参加についても進めていきたい。

　(2)　人員配置計画

ア　４の業務の執行体制における配置表のとおり

イ　緊急及び災害時においては、小田原土木事務所の指示に従い公共的な観点から必要な措置を取れる体制をとる

ウ　休日には係留等の問合せに対応できる体制をとり、真鶴町のホームページに
　　　より短期係留等の指導をする
Ｂ　利用承認及び利用者の安全管理

１ 施設の利用承認
　(1)　条例、規則、事務処理要綱を遵守した利用承認を行う

　(2)　利用承認には、平等性を確保する

　(3)　柔軟な利用承認を行えるよう、常に船舶の利用状況を把握し、無駄な空きスペースが無いよう利用承認を行う

　(4)　地元の企業や利害関係団体の優先性を認めず、中立性の確保に努める

２　利用者の安全管理

　(1) 船舶利用者の届出

　　ア　大型船、ヨットについては、出艇届と帰港届の提出を義務づけ、帰港の予定変更などの場合は管理事務所への連絡を徹底させる。提出時に管理員が不在な場合は、管理事務所のポストに投函させ、帰港の状況を管理員がチェックする、ヨットについては別に標識の貼付、標旗の設置を義務づける

　　イ　その他、利用承認を受けた者の利用承認変更等利用状況を把握できる届出を徹底する
(2) 気象情報の提供

　　ア　ヨットオーナーへの気象情報の提供は、放送電波等を活用し管理事務所に出航禁止及び注意等のサインを表示し徹底させる。また、将来的には情報提供を気象基地局から港湾事務所に提供してもらい掲示するようなネットワーク作りを目指す。

　　イ　海上監視については、望遠鏡等による常時監視を徹底する
(3)　船舶同士の事故、オイル漏れ等の災害時の対応
　　ア　船舶同士の事故等に対する緊急時連絡体制表を作成する

　　イ　オイル漏れに際して備え付けのオイルマットを速やかに提供できる体制の確立

　　ウ　緊急物資受入港として必要な物揚場等確保のため、平時の利用者に対し移動措置を示した必要事項を案内板に表示しておく

Ｃ　施設等の維持管理

　１　管理台帳の作成

(1) 施設、設備、備品の状況を把握

　ア　施設管理台帳を整備し、適正な管理に努める

　イ　設備台帳を整備し、適正な管理に努める

　ウ　備品管理台帳を整備し、適正な管理に努める

(2)　受払い簿の整備

　ア　オイルマット及びオイルフェンスについては、在庫状況の適正管理に努め、受払簿を整備する

　２　清掃業務
　　清掃業務は港湾全体について次により実施
　　　なお、琴ヶ浜公衆トイレについては、観光客等の利用者が多数見込まれるため、清掃業務委託により実施
	　実施者
	実施日
	　　　場　　所
	　 種　類
	　備　考

	港湾嘱託員２名体制
（アルバイト）
	毎　日
	泊地、船だまり
	一般ゴミ
一般廃棄物
産業廃棄物

	毎日日報に状況を記載


	
	
	防波堤、防砂堤
	
	

	
	
	係留施設
	
	

	
	
	海上（水面）
	
	

	
	
	琴ヶ浜海岸（遊歩道）
琴ヶ浜公衆トイレ
	
	


３　港湾巡視業務
(1) 港湾事務所職員２名時で清掃と合わせて毎日実施
(2) 違反対応フロー
　ア　違反行為については、速やかに是正措置を講ずる
　不法行為　　　　　　・関係機関に通報・調査
　係留違反
→　　・所有者の確認
→　違反排除　→　確認
　未登録船舶　　　　　・呼び出し　　　　　　　　　措置　　　　　調査
　違法駐車　　　　　　・指示、勧告
　　　イ　町営の監視カメラ（魚座設置）を設置してあるので常に整備し、利用する
４　保守点検、修繕業務
(1) 巡視業務中に発見し、その場で修繕できるものは速やかに実施
(2) 専門性を有するものは、基本協定の工事区分に従い業者依頼する
(3) 時間外において事案の重大性により、応急処理を実施し、後日本復旧をする
Ｄ　事業者、利用者間の利用調整
　(1)　港湾工事実施日及び実施場所の把握については、小田原土木事務所と事前に調整する
　(2)　空きバースについては、緊急的な利用（ヨット等）に対応出来る状態に確保するため、空きバースの状況を常に把握する
  (3)　ヨットレースやその他の海洋リクレーションについて他の利用との調整を図りながら、可能な限り実施に努める
　(4)　石材組合、漁業組合との相互連携や会合を通じて、トラブルのない効率的な利用を図る
Ｅ　利用促進及びモニタリング
 １ 指定管理者になった旨の周知
　 (1)　真鶴町広報に登載し広く周知する
　 (2)　港湾管理事務所入口に真鶴町が指定管理者である旨の看板を設置し周知する
　 (3)　漁協等が実施するイベント等に参加協力し、港の独自性を展開することによ
り参加者の港湾に対する意識改革や親しみのある事業を実施する
２　電子媒体等の利用
　 (1)　真鶴町のホームページを利用した真鶴港の広報につとめ利用促進に努める
   (2)　観光メニュー、利用可能なバース情報等の提供のパンフレットの作成に努める　　
３　指定管理者としての業務検証
(1) 苦情調査表を作成し、対応状況を記載してまとめる
(2) 港湾利用者から意見を聴取すると共に、町への手紙を活用しつつ、管理事務
所にも意見箱を設置し、意見把握を行う
　 (3)　ヨットメンバー等との意見交換会によりその意見が港湾の維持等に反映できているか確認する
   (4)　業務日報を毎日作成し、月報とともに毎月小田原土木事務所に提出のうえ業　務内容の承認を得る
　 (5)  石材海運組合、漁業協同組合に関する過去からの港湾事情に精通し、港湾内のトラブル等の早期解決や未然防止への配慮を図る
　４　利用関係者の意見の把握
　  (1)　協議会、会議等の開催
　
	　 会　議　名
	　参加対象者
	町対応
	開催回数・時期

	みなとまちづくり協議会

	漁業、ヨットオーナー
マリーナ関係
学識経験者・大学院生
	事務局
	年３回
５月・１０月・３月

	意見交換会

	ヨットオーナー
マリーナ関係
学識経験者
	事務局
	年１回
４月


事業計画書　人員配置計画書

１　真鶴港港湾管理事務所職員配置人数　常勤職員　　１名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常勤職員　３名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他アルバイト １名(必要に応じて採用)

２　役割分担　　常勤職員　　臨時係留者等、監視、警備の担当責任者

　　　　　　　　非常勤職員　清掃担当者

３　総括責任者　まちづくり課長

　　

４　○出勤　×休日　△他勤務

	　　　　　曜　日

職　員
	日
	月
	火
	水
	木
	金
	土

	非常勤職員
	○
	○
	×
	×
	○
	○
	○

	非常勤職員
	×
	×
	○
	○
	○
	○
	○

	非常勤職員
	○
	○
	○
	○
	○
	×
	×

	常勤職員
	×
	○
	○
	○
	○
	○
	×

	勤務人数
	２
	３
	３
	３
	４
	３
	２


